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・各計画は、障がい者の雇用の促進等に関する法律（以下「促進法」といいます。）第７条の３第１項に規定す

る、「障がい者活躍推進計画」として作成したものです。 
 

・本市においては、令和２年４月１日付けで前計画を作成 

し、障がい者職員の職業生活における活躍の推進を進め 

ていましたが、令和４年３月３１日（令和３年度末）に 

計画期間満了を迎えたことから、今回、後継計画となる 

当該計画を作成します。 
 

※法律名、法律用語等において「障害」と表記されている 

字句については、「障がい」と読み替えて記載します。 

 

 

 

・本市では、障がい者職員の採用を含め、職員の採用事務を主に職員課（市長部局）で行っています。また、 

促進法第４２条の規定に基づく特例の認定を受けている認定地方機関です。 

 

・令和３年６月における障がい者実雇用率は、市全体で 

２．７％（教育委員会以外が２．５％、教育委員会が 

４．２％）で、法定雇用率２．６％を上回っている状 

況です。 
 

・消防本部では、平成３０年度まで障がい者職員が在職 

していましたが、現在は在職していない状況です。 

※消防本部は、概ね消防吏員（法定雇用障がい者数の 

算定の基礎となる職員の対象から除外）で占ていま 

す。 

 

 

 

・前計画にあたる、「海老名市障がい者活躍推進計画2020」、「海老名市教育委員会障がい者活躍推進計画20 

20」及び「海老名市消防本部障がい者活躍推進計画2020」では、共通する目標が設定されていました。 

 

採用に関する目標  定着に関する目標 
 

  
  

目標

数値 

①実雇用率を法定雇用率以上  ⇒ 達成

（令和２年６月１日時点） 

 

目標

数値 
なし（定着率等のデータ収集を行う。） 

②実雇用率を2.8％以上     ⇒ 未達成

（令和３年６月１日時点） 

 

   

 

１ 計画作成の趣旨 

３ 前計画期間における目標 

 

計画名 任命権者

海老名市障がい者活躍推進計画2020 海老名市長

海老名市教育委員会

　　　　障がい者活躍推進計画2020
海老名市教育長

海老名市消防本部

　　　　障がい者活躍推進計画2020
海老名市消防長

障がい者活躍推進計画

※計画期間

　令和２年４月１日から令和４年３月31日まで(２年間)

２ 障がい者雇用の状況（本市全般） 
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・令和３年８月２６日から同年９月７日までの間、職員課において障がい者職員を対象に「職場等の満足度に関

するアンケート調査」を実施しました。 
 

・アンケートは、１９人（回答率９０．５％）から回答を得ることができ、概ね「満足」又は「やや満足」とな

りました。しかしながら、割合は低いものの、「やや不満」とする回答もありました。 
 

 

 

 
・現計画における「取組内容に関する具体的な事項」について、評価を行い、障がい者雇用に係る課題を整理し

ました。 
 

 

 

 

 

 

 

４ 職場等の満足度に関するアンケート調査（本市全般） 
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勤務する上での障害への配慮

相談体制等の職場環境

物理的な作業環境

現在の業務量

現在の仕事内容

本市で働いていることについての全体評価
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区分 課題の内容

実雇用率

令和２年度から会計年度任用職員制度が導入されたことに伴い、法定雇用率の算定基礎となる職

員数が大幅に増加しており、障がい者職員の雇用数を増やしているものの、実雇用率2.7％の達

成・維持も困難な状況であり、前計画期間における数値目標（実雇用率2.8％以上）を達成できて

いません。

よって、現状の実雇用率の安定的な維持及び平成30年度水準（2.8％）への回復が課題です。

職務・業務
職務の選定及び創出は、既存業務の切出しや複数の作業の組み合わせによる新規業務の創出等を

行う必要があり、全庁的な課題です。

相談・支援体制
障がい者職業生活相談員を配置し、相談体制を整えている所ですが、相談・支援体制等につい

て、周知が不足していることが課題です。

障がいへの理解
障がいへの理解や共に働く上で必要な配慮を行うことができるよう、障がい者職員の支援担当者

向けの研修受講を促進することが課題です。

環境

職場の動線確保及び整備について、ともに働くうえでお互いに動きやすい動線の確保が課題で

す。また、就労支援機器の購入について、障がい特性に応じ、受け入れ側が本人にとって必要だ

と感じる備品や消耗品を購入することができるよう、基準や手順の確立が課題です。

募集・採用 実施方法が確立されているとは言い難いため、実施方法の情報取集、研究、検討等が必要です。

５ 障がい者雇用の課題（本市全般） 

６ 障がい者活躍推進計画の作成及び実施等に関する手続 

 

全庁への通知、イントラネットに掲載する方法によ

り適時・適切に職員に周知します。 

計画の周知  

本市のホームページに掲載する方法により、適時・

適切に公表します。 

計画の公表 

 

計画の実施状況を一元的に把握・点検し、前年度の取組状況や目標に対する実績等を、本市のホームページに

掲載する方法により、適時・適切に公表します。 

計画の実施状況の点検及び公表 

50％ 

研修の受講希望 



 

 

 

 

 

 

 
 

機関名 海老名市 

任命権者 海老名市長 

障がい者雇用に関す

る課題 
海老名市では、令和２年度以後、「障がい者活躍推進計画」に基づき、障がい者 

の採用や働きやすい環境の整備、さらには、業務のマッチング等に取り組んできた 

ところです。 

このような取組の結果、令和３年６月における実雇用率は、法定雇用率を上回っ 

ている状況ですが、継続的な障がい者の雇用、障がい者職員が職場で活躍できる環境、

サポート体制の強化等に取り組む必要性を改めて感じています。 

そこで、今後も障がい者職員が活躍できるよう、障がい者の採用、働きやすい環境

づくり、サポート体制の充実など、障がい者職員の活躍の場の拡大のための取組と、

自律的なＰＤＣＡサイクルを確立しながら取組を行っていく必要があります。 

その他 障がい者雇用については、他の任命権者の障がい者職員の支援も図ります。 

１ 計画期間 令和４年４月１日 ～ 令和７年３月３１日〔３年間〕 

２ 障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

 

(１) 採用に関す

る目標 

① 令和４年６月１日時点及び令和５年６月１日時点の実雇用率を海老名市、教育

委員会等の行政委員会、議会事務局及び海老名市消防本部を合算して、２．７％

以上（努力目標２．８％以上）とします。 
 

② 令和６年６月１日時点の実雇用率を海老名市、教育委員会等の行政委員会、議

会事務局及び海老名市消防本部を合算して、２．８％以上とします。 
 

〔現  状〕令和３年６月１日時点の実雇用率（合算）：２．７％ 

〔評価方法〕毎年の任免状況通報により把握・進捗管理を行います。 

(２) 定着に関す

る目標 

目標値は設定しません。引き続き、定着率等のデータの情報収集を行います。 
 

（令和５年10月１日更新） 

不本意な離職者を極力生じさせない 
 

〔現  状〕令和４年度中に採用した職員の定着率 ：６３．６％ 

      離職した職員に占める不本意な離職の率：３７．５％ 

〔評価方法〕毎年度末に当該年度採用者の定着率を把握し進捗管理を行います。 

 

７ 海老名市障がい者活躍推進計画２０２２ 

(１) 作成主体等 

(２) 障がい者活躍推進計画の内容に関する基本的な事項 



 

 

１ 障がい者の活躍を推進する体制整備 

 (１) 組織面 

① 障がい者雇用推進者として、職員課長を選任します。 
 

② 海老名市教育委員会等との連名で、障がい者雇用推進者、財政担当部署の責任

者、出先機関の組織の責任者等（別に定める職員）を構成員とする「障がい者雇

用推進チーム」を設置します。 
 

③ 障がい者雇用推進チームの下に実務者チームを設置し、障がい者職員等に広く

参画を呼びかけます。 
 

④ 「障がい者雇用推進チーム」については、本計画の実施状況の点検・見直し等

を議題として扱います。 
 

⑤ 組織内の人的サポート体制（障がい者雇用推進者、障がい者雇用推進チーム、

実務者チーム、障がい者職業生活相談員、職場適応支援者、支援担当者等）を整

備するとともに、組織外の関係機関と連携体制を構築し、役割分担及び各種相談

先を整理した上、関係者間で共有します。 
 

⑥ 役割分担及び各種相談先については、人事異動等に変更が生じるため、定期的

に更新を行います。 

 (２) 人材面 

① 障がい者職業生活相談員に選任された者（選任予定の者を含む。）について、

障がい者職業生活相談員資格認定講習の受講を促進します。 
 

② 職場内における職場適応支援者について、セミナーや講習会の参加を促進し、

養成を図ります。→実施項目① 
 

③ 職場の同僚・上司を対象とした研修会を開催します。→実施項目① 

２ 障がい者の活躍の

基本となる職務の選

定・創出 

① 現に勤務する障がい者職員や今後採用する障がい者職員の能力や希望も踏ま

え、定期的に組織内アンケート等を活用した職務の選定及び創出について全庁的

に取り組みます。→実施項目② 
 

② 定期的に面談を行い、障がい者職員と業務の適切なマッチングができているか

の点検を行い、必要に応じて検討を行います。 

３ 障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

 (１) 職務環境 

① 障がいに配慮した整備は一定程度済んでいますが、障がい者職員の要望を踏ま

え、環境整備を検討します。 
 

② 車いすを使用する障がい者職員等に配慮した動線を確保します。 
 

③ 障がい者職員の要望を踏まえ、就労支援機器の購入等の環境整備を行います。

→実施項目③ 
 

④ 障がい者職員からの要望を踏まえ、作業マニュアルのカスタマイズ化やチェッ

クリストの作成、作業手順の簡素化や見直しを行います。→実施項目④ 
 

⑤ 定期的な面談により必要な配慮等を把握し、継続的に必要な措置を講じます。 
 

⑥ ⑤の措置を講じるに当たっては、障がい者職員からの要望を踏まえつつも、過

重な負担にならない範囲で適切に実施します。 

(３) 障がい者活躍推進計画における取組の内容に関する具体的な事項 



 

 

(２) 募集・採用 

① 実習希望者等を受け入れ、積極的な職場実習に努めます。 
 

② 障がい特性に配慮した選考方法や職務の選定を工夫し、知的障がい者、精神障

がい者及び重度障がい者の積極的な採用に努めます。 
 

③ 採用選考に当たり、障がい者からの要望を踏まえ、面接における手話通訳者を

配置するなど、障がい特性への配慮を行います。 
 

④ 募集・採用に当たっては、次の取扱いを行いません。 

 (１) 特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定すること。 

 (２) 自力で通勤できることといった条件を設定すること。 

 (３) 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定すること。 

(４) 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」 

といった条件を設定すること。 

(５) 特定の就労支援機関からのみの受入を実施すること。 

(３) 働き方 
① 時差出勤・早出遅出制度などの柔軟な時間管理制度の利用を促進します。 
 

② 時間単位の年次有給休暇や病気休暇などの各種休暇の利用を促進します。 

 
(４) キャリア形  

成 

① 非常勤職員等として勤務している障がい者職員については、任期付職員や正規

職員に必要な能力を身につけられるよう、育成に努めます。 
 

② 非常勤職員等として勤務している障がい者職員については、採用の時点で中長

期的なキャリア形成に関する本人の希望を面談等により把握し、その内容や各職

種で求められる技能等も踏まえた職務選定に努めます。 
 

③ 非常勤職員等に係る任期終了前までに、職務経験の総括的な振り返りを行いま

す。また、必要に応じて外部の支援機関も交え、面談の実施や書面を作成します。 
 

④ 非常勤職員等に係る任期終了後においても引き続き公務内外で就労できるよ

う、支援します。 
 

⑤ 本人の希望等も踏まえつつ、実務研修、向上研修等の教育訓練を実施します。 

 
(５) その他の人

事管理 

① 定期的な面談の設定及び必要に応じて随時面談を実施し、状況把握・体調配

慮を行います。 
 

② 障がい者職員からの要望を踏まえ、障がい特性に配慮した職場介助、通勤へ

の配慮等の措置が可能となるように努めます。 
 

③ 中途障がい者職員（在職中に疾病・事故等により障がい者となった者をいい

ます。）について、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備

等、通院への配慮、働き方等の取組を行います。 
 

④ 本人が希望する場合には、「就労パスポート」の活用等により、就労支援機関

等と障がい特性等についての情報を共有し、適切な支援や配慮を講じます。 

４ その他 

国等による障がい者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律に基づ

く、障がい者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進

します。 

 

備考 法律名、法律用語等において「障害」と表記されている字句については、「障がい」と読み替えて記載してい

ます。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

機関名 海老名市教育委員会 

任命権者 海老名市教育委員会 

障がい者雇用に関す

る課題 

海老名市教育委員会では、所属する常勤職員は市長部局等からの出向者で占めら

れています。その一方、非常勤職員については募集事務を行っていますが、これま

で障がい者に限定した募集は行っていません。 

現在は、障がい者職員が数人在職し、職員課と連携をとりながら個別に対応を図

っており、独自では組織的な体制整備を図っていない状況です。 

そこで、今後も障がい者職員が活躍できるよう、働きやすい環境づくり、サポー

ト体制の充実など、障がい者職員の活躍の場の拡大のための取組と、自律的なＰＤ

ＣＡサイクルを確立しながら取組を行っていく必要があります。 

その他 障がい者雇用については、職員課と連携をとりながら、対応を図ります。 

１ 計画期間 令和４年４月１日 ～ 令和７年３月３１日〔３年間〕 

２ 障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

 

(１) 採用に関す

る目標 

① 令和４年６月１日時点及び令和５年６月１日時点の実雇用率を海老名市、教育

委員会等の行政委員会、議会事務局及び海老名市消防本部を合算して、２．７％

以上（努力目標２．８％以上）とします。 
 

② 令和６年６月１日時点の実雇用率を海老名市、教育委員会等の行政委員会、議

会事務局及び海老名市消防本部を合算して、２．８％以上とします。 
 

〔現  状〕令和３年６月１日時点の実雇用率（合算）：２．７％ 

〔評価方法〕毎年の任免状況通報により把握・進捗管理を行います。 

(２) 定着に関す

る目標 

目標値は設定しません。引き続き、定着率等のデータの情報収集を行います。 
 

（令和５年10月１日更新） 

不本意な離職者を極力生じさせない 
 

〔現  状〕令和４年度中に採用した職員の定着率 ：６３．６％ 

      離職した職員に占める不本意な離職の率：３７．５％ 

〔評価方法〕毎年度末に当該年度採用者の定着率を把握し進捗管理を行います。 

８ 海老名市教育委員会障がい者活躍推進計画２０２２ 

(１) 作成主体等 

(２) 障がい者活躍推進計画の内容に関する基本的な事項 



 

 

 

 

１ 障がい者の活躍を推進する体制整備 

 

(１) 組織面 

① 障がい者雇用推進者として、教育総務課長を選任します。 
 

② 海老名市等の連名で、障がい者雇用推進者、財政担当部署の責任者、出先機関

の組織の責任者等を構成員とする「障がい者雇用推進チーム」を設置します。 
 

③ 障がい者雇用推進チームの下に実務者チームを設置し、障がい者職員等に広く

参画を呼びかけます。 
 

④ 「障がい者雇用推進チーム」については、本計画の実施状況の点検・見直し等

を議題として扱います。 
 

⑤ 組織内の人的サポート体制（障がい者雇用推進者、障がい者雇用推進チー

ム、実務者チーム、障がい者職業生活相談員、職場適応支援者、支援担当者等）

を整備するとともに、組織外の関係機関と連携体制を構築し、役割分担及び各種

相談先を整理した上、関係者間で共有します。 

⑥ 役割分担及び各種相談先については、人事異動等に変更が生じるため、定期的

に更新を行います。 

(２) 人材面 

① 障がい者職員の相談窓口を設置し、庁舎内掲示等により周知します。 
 

② 障がい者職業生活相談員の選任義務が生じた場合は、３か月以内に選任しま

す。 
 

③ 職場内における職場適応支援者について、セミナーや講習会の参加を促進し、

養成を図ります。→実施項目① 
 

④ 職場の同僚・上司を対象とした研修会を開催します。→実施項目① 

２ 障がい者の活躍の

基本となる職務の選

定・創出 

① 現に勤務する障がい者職員や今後採用する障がい者職員の能力や希望も踏ま

え、定期的に組織内アンケート等を活用した職務の選定及び創出について全庁的

に取り組みます。→実施項目② 
 

② 定期的に面談を行い、障がい者職員と業務の適切なマッチングができているか

の点検を行い、必要に応じて検討を行います。 

３ 障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

 (１) 職務環境 

① 障がいに配慮した整備は一定程度済んでいますが、障がい者職員の要望を踏ま

え、環境整備を検討します。 
 

② 車いすを使用する障がい者職員等に配慮した動線を確保します。 
 

③ 障がい者職員の要望を踏まえ、就労支援機器の購入等の環境整備を行います。

→実施項目③ 
 

④ 障がい者職員からの要望を踏まえ、作業マニュアルのカスタマイズ化やチェッ

クリストの作成、作業手順の簡素化や見直しを行います。→実施項目④ 
 

⑤ 定期的な面談により必要な配慮等を把握し、継続的に必要な措置を講じます。 
 

⑥ ⑤の措置を講じるに当たっては、障がい者職員からの要望を踏まえつつも、過

重な負担にならない範囲で適切に実施します。 

(３) 障がい者活躍推進計画における取組の内容に関する具体的な事項 



 

 

(２) 募集・採用 

① 実習希望者等を受け入れ、積極的な職場実習に努めます。 
 

② 障がい特性に配慮した選考方法や職務の選定を工夫し、知的障がい者、精神障

がい者及び重度障がい者の積極的な採用に努めます。 
 

③ 採用選考に当たり、障がい者からの要望を踏まえ、面接における手話通訳者を

配置するなど、障がい特性への配慮を行います。 
 

④ 募集・採用に当たっては、次の取扱いを行いません。 

 (１) 特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定すること。 

 (２) 自力で通勤できることといった条件を設定すること。 

 (３) 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定すること。 

(４) 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」 

といった条件を設定すること。 

(５) 特定の就労支援機関からのみの受入を実施すること。 

(３) 働き方 
① 時差出勤・早出遅出制度などの柔軟な時間管理制度の利用を促進します。 
 

② 時間単位の年次有給休暇や病気休暇などの各種休暇の利用を促進します。 

(４) キャリア形

成 

① 非常勤職員等として勤務している障がい者職員については、任期付職員や正規

職員に必要な能力を身につけられるよう、育成に努めます。 

② 非常勤職員等として勤務している障がい者職員については、採用の時点で中長

期的なキャリア形成に関する本人の希望を面談等により把握し、その内容や各職 

種で求められる技能等も踏まえた職務選定に努めます。 
 

③ 非常勤職員等に係る任期終了前までに、職務経験の総括的な振り返りを行いま

す。また、必要に応じて外部の支援機関も交え、面談の実施や書面を作成します。 
 

④ 非常勤職員等に係る任期終了後においても引き続き公務内外で就労できるよ

う、支援します。 
 

⑤ 本人の希望等も踏まえつつ、実務研修、向上研修等の教育訓練を実施します。 

 
(５) その他の人

事管理 

① 定期的な面談の設定及び必要に応じて随時面談を実施し、状況把握・体調配

慮を行います。 
 

② 障がい者職員からの要望を踏まえ、障がい特性に配慮した職場介助、通勤へ

の配慮等の措置が可能となるように努めます。 
 

③ 中途障がい者職員（在職中に疾病・事故等により障がい者となった者をいい

ます。）について、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備

等、通院への配慮、働き方等の取組を行います。 
 

④ 本人が希望する場合には、「就労パスポート」の活用等により、就労支援機関

等と障がい特性等についての情報を共有し、適切な支援や配慮を講じます。 

４ その他 

国等による障がい者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律に基づ

く、障がい者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進し

ます。 

備考 法律名、法律用語等において「障害」と表記されている字句については、「障がい」と読み替えて記載してい

ます。 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

機関名 海老名市消防本部 

任命権者 海老名市消防長 

障がい者雇用に関す

る課題 

海老名市消防本部では、所属する常勤職員のほとんどが消防吏員で、その採用は

職員課で行っています。また、消防吏員以外の常勤職員（常時５人未満）について

は、市長部局等からの出向者です。その一方、少数の非常勤職員については募集事

務を行っていますが、これまで障がい者に限定した募集は行っていません。 

現在は、障がい者職員が在職していませんが、障がい者職員が在職していた際に

は職員課と連携をとりながら個別に対応を図ってきましたが、独自では組織的な体

制整備を図っていない状況です。 

その他 障がい者雇用については、職員課と連携をとりながら、対応を図ります。 

１ 計画期間 令和４年４月１日 ～ 令和７年３月３１日〔３年間〕 

２ 障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

 

(１) 採用に関す

る目標 

 

① 令和４年６月１日時点及び令和５年６月１日時点の実雇用率を海老名市、教育

委員会等の行政委員会、議会事務局及び海老名市消防本部を合算して、２．７％

以上（努力目標２．８％以上）とします。 
 

② 令和６年６月１日時点の実雇用率を海老名市、教育委員会等の行政委員会、議

会事務局及び海老名市消防本部を合算して、２．８％以上とします。 
 

〔現  状〕令和３年６月１日時点の実雇用率（合算）：２．７％ 

〔評価方法〕毎年の任免状況通報により把握・進捗管理を行います。 

(２) 定着に関す

る目標 

目標値は設定しません。障がい者職員が在職した場合は、職員の定着率等のデー

タの情報収集を行います。 
 

（令和５年10月１日更新） 

不本意な離職者を極力生じさせない 
 

〔現  状〕令和４年度中に採用した職員の定着率 ：６３．６％ 

      離職した職員に占める不本意な離職の率：３７．５％ 

〔評価方法〕毎年度末に当該年度採用者の定着率を把握し進捗管理を行います。 

９ 海老名市消防本部障がい者活躍推進計画２０２２ 

(１) 作成主体等 

(２) 障がい者活躍推進計画の内容に関する基本的な事項 



 

 

１ 障がい者の活躍

を推進する体制整

備 

① 障がい者雇用推進者として、消防総務課長を選任します。 
 

② 障がい者職員の相談窓口を設置し、庁舎内掲示等により周知します。 
 

③ 障がい者職業生活相談員の選任義務が生じた場合は、３か月以内に選任しま

す。 

２ 障がい者の活躍

の基本となる職務

の選定・創出 

① 今後、身体障がい等により従来の業務遂行が困難となった障がい者職員から相

談があったときは、職員課に相談しつつ、負担なく遂行できる職務の選定及び創

出について検討します。 
 

② 障がい者の能力や希望を踏まえ、アンケート等を活用した職務の選定や創出に

ついて全庁的に取り組みます。→実施項目② 

③ 定期的に面談を行い、障がい者職員と業務の適切なマッチングができているい

かの点検を行い、必要に応じて検討を行います。 

３ 障がい者の活躍

を推進するための

環境整備・人事管理 

① 定期的に面談により必要な配慮等を把握し、継続的に必要な措置を講じます。 
 

② ①の措置を講じるに当たっては、障がい者職員からの要望を踏まえつつも、過

重な負担にならない範囲で適切に実施します。 
 

③ 募集・採用に当たっては、次の取扱いを行いません。 

 (１) 特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定すること。 

 (２) 自力で通勤できることといった条件を設定すること。 

 (３) 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定すること。 

 (４) 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」

といった条件を設定すること。 

(５) 特定の就労支援機関からのみの受入を実施すること。 

４ その他 

国等による障がい者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律に基づ

く、障がい者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進し

ます。 

 

備考 法律名、法律用語等において「障害」と表記されている字句については、「障がい」と読み替えて記載してい

ます。 

(３) 障がい者活躍推進計画における取組の内容に関する具体的な事項 


